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2026（令和８）年国民生活基礎調査の実施について（通知） 
 
 

国民生活基礎調査の実施につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

今般、「令和八年における国民生活基礎調査の調査の期日等を定める件」（令和８年１ 

月 15 日厚生労働省告示第七号）が別添のとおり施行されましたので、2026（令和８）年国

民生活基礎調査を下記のとおり実施します。 

 

2026（令和８）年調査は、前回調査と同様に、調査員が調査票を回収する方法、調査対

象世帯がオンライン調査システムにアクセスして回答する方法（以下「オンライン回答」

という。）及び郵送により調査票を回収する方法により実施します。 

特に、オンライン回答は調査対象世帯の都合のよい時間帯に回答可能であり、調査員に

よる回収が不要なことから、調査事務の効率化や回収率向上に資する方法となります。さ

らに、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和５年３月 28 日閣議決定）では、「今

後の５年間で、基幹統計調査における回答数に占めるオンラインによる回答数の割合を、

企業系調査では８割以上、世帯系調査では５割以上を目指して、システムの改善等に取り

組む。」と明記されている点も踏まえ、より一層オンライン回答を推進いただきますよう

お願いします。 
また、今回調査から調査対象世帯や調査員等からの疑義に対し、終日対応可能なチャッ

トボットを導入することとし、本年４月下旬の運用開始を予定しております。 
このチャットボットについても、調査事務の効率化や回収率向上に資するものと考えて

おりますので、各都道府県におかれましては、オンライン回答の推進と合わせて積極的に

活用いただきますようお願いします。 
 
本調査の実施に当たり、指定都市市長、中核市市長、保健所を設置する市区（指定都市

及び中核市を除く。）の市区長及び福祉事務所を設置する市区町村（指定都市及び中核市

を除く。）の市区町村長に対する連絡につきましては、貴職からよろしくお取り計らい願

います。 

併せて、本調査の広報につきまして、貴都道府県の広報誌等の活用のほか、都道府県内

の市区町村等の広報誌等の活用についても特段の御配意をお願いします。 

 

  



 
記 

 

１ 調査の目的 

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働

省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査

の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。 

 

２ 調査の対象 

全国の世帯及び世帯員を対象とする。 

 

３ 調査の期日 

（１） 世帯票は、令和８年６月４日（木）を調査日とする。 

（２） 所得票は、令和８年７月９日（木）を調査日とする。 

 

４ 調査の事項 

次の調査票に掲げる事項とする。 

（１） 世帯票（別紙１） 

（２） 所得票（別紙２） 

 

５ 厚生労働統計親標本設定 

厚生労働統計親標本設定（以下「準備調査」という。）は、令和２年国勢調査区から層

化無作為抽出した 1,106 地区を対象に、令和８年４月 20 日（月）以降に調査員が次の名

簿等を作成することにより行う。 

（１） 地区要図（別紙３）は、調査地区の境界を確認の上、現状に合わせて作成する。 

（２） 地区別世帯名簿（別紙４）は、地区ごとに作成する。 

（３） 単位区は、調査地区をその世帯数に応じて地理的に分割して設定し、単位区設定

票（別紙５）を作成する。 

なお、単位区設定状況報告書（別紙６）は保健所が作成する。 

（４） 調査世帯名簿（以下「単位区別世帯名簿」という。）（別紙７）は、単位区ごとに

作成する。 

 

６ 調査の客体 

   調査客体は、５の名簿を作成し、以下のとおり選定することとする。選定に当たって

の具体的な方法は「地方機関事務要領」及び「指導員・調査員の手引」において示す。 

（１） 世帯票は、準備調査の対象とした 1,106 地区内のすべての世帯及び世帯員を調査

の客体とする。 

（２） 所得票は、（１）の 1,106 地区に設定された単位区から層化無作為抽出した 500

単位区内のすべての世帯及び世帯員を調査の客体とする。 

（３） 世帯票における調査地区及び所得票における調査単位区は、別途通知する。 
 
７ 調査の機関 

（１） 準備調査、世帯票に係る調査について、都道府県知事、保健所を設置する市区の市区

長及び保健所長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行う。 

（２） 所得票に係る調査について、都道府県知事、福祉事務所を設置する市区町村の市区町

村長及び福祉事務所長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行う。 



 
８ 調査の方法 

（１） 調査員（特別の事情による場合は指導員）が、世帯に調査票及びオンライン回答

用書類を配布する。 

（２） 世帯は、調査票に自ら記入し、後日、調査員（特別の事情による場合は指導員）

に記入済み調査票を提出する、又は、政府統計共同利用システムにより回答する。 

なお、調査員が調査票を回収する場合、所得票については、やむを得ない場合の

み密封回収とする。 

（３） 調査員が再三訪問しても不在で一度も面接できない世帯等、前記（２）による回

収又は回答が困難な世帯については、調査員は、当該世帯に対して調査票郵送用封

筒を配布の上、記入済み調査票を厚生労働大臣に対し郵送提出することを求める。 

 

９ 調査票等の提出期限 

厚生労働省への提出期限は、次のとおりとする。 

（１） 単位区設定状況報告書 

令和８年５月 13 日（水） 

（２） 世帯票、地区要図及び単位区別世帯名簿 

令和８年７月 17 日（金） 

（３） 所得票、地区要図及び単位区別世帯名簿 

令和８年８月 12 日（水） 

 

10 調査の経費 

国民生活基礎調査に要する経費は、国民生活基礎調査等委託費として別途交付する。 

 

11 その他 

地区要図（単位区要図）及び単位区別世帯名簿は、保健統計主管部（局）において保

管することとし、国民生活基礎調査地区を親標本として実施が予定されている次の標本

調査に用いることとする。 

調査名 調査時期 所管 

全国家庭動向調査 ７月 国立社会保障・人口問題研究所 

所得再分配調査注１ ７月 
政策統括官付 
政策立案・評価担当参事官室 

国民健康・栄養調査注２ 11 月 健康・生活衛生局健康課 

注：1) 「所得再分配調査」は、所得票と同日の７月９日(木）に実施予定。 

2)  国民生活基礎調査の後続調査である「国民健康・栄養調査」と同時に都道府県及び市区町村

が類似調査（県民（市民）健康・栄養調査等）を実施する場合は、国民生活基礎調査の単位区

要図及び単位区別世帯名簿を利用することができる。利用に当たっての当省に対する手続きは

ないが、単位区要図及び単位区別世帯名簿を紛失・漏えい等することがないよう適正に管理す

ること。 


